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１．水質検査計画について 

水道法施行規則第１５条第６項では、水道事業者は、各施設における水道の水質 

に応じて水質検査項目、検査地点及び検査頻度等を定めた水質検査計画策定することとさ

れており、毎事業年度の開始前に水道の需要者が入手しやすい方法で情報提供することが

義務付けられています。 

 

２．基本方針について 

 安全で安心な水を供給するため、施設の管理を適正に行い、適正な水質検査項目・検査 

頻度・採水場所の選定を行い、適切な判断により需要者が安心・信頼のできる水道経営を 

目指します。 

 

３．水道事業の概要について 

上北山村簡易水道事業は、河合地区、小橡地区、西原地区、白川地区に供給しています。 

給水状況及び各施設の概要は、以下の表のとおりです。 

 

 

 

【給水状況(令和８年２月１日時点)】 

計画給水人口 548 人 

給水人口 411 人 

給水戸数 430 戸 

管路延長 17,956m 

施設能力  256.88m3／日 

年間総給水量 60,810m3 

一日平均給水量 166.6m3／日 

計画一日最大給水量 220.31m3／日 

 

 

【施設の概要（令和８年２月１日時点)】 

施設名 給水区域 水源地 浄水方法 

河合簡易水道 大字河合と大字小橡の小原地域 小谷川（表流水） 緩速ろ過 

小橡簡易水道 大字小橡のうち木和田を除く地域 風折谷（表流水） 緩速ろ過 

木和田簡易水道 大字小橡のうち木和田地域 赤石谷（表流水） 緩速ろ過 

西原簡易水道 大字西原 泉谷（表流水） 緩速ろ過 

白川簡易水道 大字白川 内ヶ谷（表流水） 緩速ろ過 

 



４．原水及び浄水の水質状況について 

全浄水場において、表流水を原水としています。原水の水質は、各取水において環境汚

染等の可能性は低く、年間を通じて良好で安定しています。しかし、梅雨や台風等の降雨

時に濁度や色度等の上昇が考えられることから、適切な浄水処理を行い、安全で安心な水

道水を供給しています。また、表流水を水源としているため、※クリプトスポリジウム対

策として、原水検査時にクリプトスポリジウム検査を年１回実施します。 

 

※主に哺乳動物の糞便等に寄生する原虫であり、集団的な下痢症を発生することがある。

また、多くの菌に有効な塩素消毒に対して強い耐性がある。 

 

５．検査地点について     

 １）給水栓 

   水道法に基づく定期的な水質検査は、各地区一ヶ所以上の末端給水栓で行います。 

    

 

２）原水 

  原水の水質が、安全で良質な水道水を供給するための浄水処理に影響を与えるため、

各浄水場施設の原水について水質検査を行います。 

 

６．水質検査項目及び検査頻度について 

 １）給水栓 

   各施設の水質検査は別表のとおり行います。 

 

  ○1 ヶ月に１回の検査項目（毎月検査項目） 

  

 

 

 

  ○概ね３ヶ月に１回の検査（省略不可項目） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物（ＴＯＣ）、ｐＨ値、味、臭気、色度、濁度 

シアン化合物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、 

ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、 

ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド 

 



  ○検査回数を省略できる項目 

   下記の健康に関する項目、性状に関する項目２７項目について、過去３年間の検査

結果が全て基準値１０％以下の場合は３年に１回以上、２０％以下の場合は１年に１

回以上検査回数を省略することができ、過去の検査結果及び原水の水質を考慮し検査

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○かび臭項目検査 

   かび臭を産出する藻類の発生が少ないことが明らかであると認められる時期を除

き、１ヶ月に１回以上、下記の項目について検査を行います。（6 月～9 月） 

 

 

 

 

○毎日検査 

１日１回以上、下記の項目について検査を行います。 

 

 

 

 

２）原水 

  原水の水質は、浄水処理に与える影響が大きいため、水質検査項目５１項目のうち、

味及び消毒副生成物１１項目を除く３９項目の検査を１年に１回以上行います。 

 

７．水質検査方法について 

 １日１回行う水質検査（毎日検査）については、自己検査を行います。 

 水質検査項目及び水質管理目標設定項目については、奈良県広域水道企業団に検査を委

託します。 

 

カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びそ

の化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び

亜硝酸態窒素、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、 

1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、 

ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、亜鉛及び

その化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、

ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、カルシウム、マグネシウム等

（硬度）、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類 

 

ジェオスミン、2-メチルイソブルネオール 

 

色、濁り、消毒の残留効果 



８．臨時の水質検査について 

 水源から給水栓の間で、次のような問題が発生した場合は、臨時の水質検査を行います。 

１）水源の水質が著しく悪化したとき 

 ２）水源の異常があったとき 

 ３）水源付近、給水区域及びその周辺において消化器伝染病が流行しているとき 

 ４）浄水過程に異常があったとき 

 ５）配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたとき 

 ６）その他特に必要があると認められたとき 

 

９．水質検査結果の評価と水質検査計画の見直しについて 

 水質基準は水道水において満たすべき要因であるため、検査結果の評価は検査ごとに行

います。また検査結果をもとに必要に応じて検査項目及び検査頻度等の見直しを行います。 

 

１０．水質検査計画の公表について 

 水質検査計画は、前年度計画を見直し、毎事業年度の開始前に作成し、上北山村のホー

ムページで公表します。 

  

１１．水質検査の精度と信頼性の確保について 

 奈良県広域水道企業団において、水質検査の精度管理等を行うことにより信頼性の確保

を図っています。 

 

１２．関係機関との連携について 

 水源地等で水質汚染事故が発生した場合、奈良県広域水道企業団、吉野保健所、県水・

大気環境課及び近隣市町村と情報交換をするとともに、連携して迅速に対応を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

 

令和８年度水質検査計画 

 

 

8 回 

1 回 

4 回 

4 回 

1 回 

1 回 

1 回 

1 回 

1 回 

全 5施設 

全 5施設 

全項目検査 

クリプトスポリジウム等 

嫌気性芽胞菌 

全 5施設 

小橡・木和田 

全 5施設 

全 5施設 

西原 

西原 

全 5施設 

浄  水 

原  水 

毎月検査 

全項目検査 

省略不可項目検査 

かび臭 

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 

蒸発残留物 


